
○川島町老人福祉センター設置及び管理条例 

平成元年３月２７日 

条例第１４号 

改正 平成１１年１２月１７日条例第２０号 

平成１７年１２月１９日条例第２６号 

（設置） 

第１条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５

条第５項の規定に基づき、老人福祉センター（以下「センター」という。）を設置す

る。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 川島町老人福祉センター「やすらぎの郷
さと

」 

位置 川島町大字曲師４０２番地１ 

（事業） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

(1) 集会又は休養のための施設及び設備の提供 

(2) 保健体育及びレクリエーション活動等の推進指導 

(3) 各種相談及び講座の開設その他教養の向上に役立つ事業 

(4) その他老人福祉の増進を図るため必要な事業 

（センターの管理） 

第４条 センターの管理に関する業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項の規定により、指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に行わせることができる。 

（指定管理者の業務） 

第５条 指定管理者が行うことができる業務は次のとおりとする。 

(1) センターの利用の許可等に関すること。 

(2) 第３条に規定する事業の実施に関すること。 

(3) センターの維持管理に関すること。 

(4) その他町長が定める業務 



２ 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合における第７条から第９条まで及び

第１１条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」

と、第９条第２項中「町」とあるのは「町又は指定管理者」とする。 

（指定管理者の指定） 

第６条 第４条の規定による指定を受けようとする者は、川島町公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例（平成１７年川島町条例第２４号）の規定により、指

定を受けなければならない。 

（利用者の範囲） 

第７条 センターを利用することができる者は、町内及び川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、

日高市、毛呂山町及び越生町の区域内に住所を有する６０歳以上の者とする。 

２ 公共団体又は公共的団体が前項に掲げる者の福祉を増進する目的で行事を行う場合

には、センターを利用することができる。 

３ 町長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前２項に規定する者以外の

者に対しても、これを利用させることができる。 

（利用の許可） 

第８条 センターを利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、町長の許可を

受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。 

２ 町長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用に

ついて条件を付すことができる。 

（利用の制限） 

第９条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センタ

ーの利用を許可しない。 

(1) 公益を害するおそれがあるとき。 

(2) 営利を図る目的で、催物等を行うおそれがあるとき。 

(3) その他管理上支障があるとき。 

２ 許可した後においても、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その

許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっ

ても、町はその補償の責めを負わない。 

（弁償） 

第１０条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設若しくは設備を破損し、又



は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める額を弁償しなければならな

い。 

（利用料） 

第１１条 第８条の規定によりセンターの利用を許可された者は、許可と同時に、別表

に定める利用料を納付しなければならない。 

２ 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料を減免することができる。 

３ 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

４ 第６条の規定により指定を受けた指定管理者は、センターの利用を許可された者か

ら別表に掲げる利用料を徴収し、その収入とする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第２０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の川島町体育施設設置及び管理条例、川島町コミュニティセンター設置及び

管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町老人福祉センター設置

及び管理条例、川島町都市公園条例及び川島町ふれあいセンター設置及び管理条例の

規定は、この条例の施行の日以降の申請に基づく許可に係る使用料について適用し、

同日前における申請に基づく許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の条例の規定によりなされた手続き、処分その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされた手続き、処分その他の行為とみなす。 

別表（第１１条関係） 



利用者の区分 １人当り料金 

町内

居住

者 

６０歳以上の者 無料 

その他の者 ３００円 

町外居住者 ５００円 

備考 

１ この表において町内居住者とは、町内及び川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、

毛呂山町及び越生町の区域内に住所を有する者とし、町外居住者とは、町内居住

者以外の者とする。 

 


